
議案第３号 

令和６年坂出市国際交流協会事業計画（案） 

 

１ 事業の方針 

本協会は会員の協力を得て、姉妹都市等との交流を推進し、市民参加による国際交流事業

を通じて地域の国際化および多文化共生社会を実現するため、次の事業を行うものとする。 

 

２ 都市間交流事業 

（１）第１７回サウサリート市短期留学生受入 

①事業概要 

姉妹都市サウサリート市から高校生を受け入れ、ホームステイプログラムを通して、 

市民との交流の機会を創出し、同市とのさらなる友好と親善を図る。 

②実施内容 

受入期間：令和６年７月２７日（土）～８月７日（水）の予定 

内  容：市役所表敬訪問、歓迎会、さかいで大橋まつりへの参加、日本文化体 

験、学校訪問、京都視察旅行 等 

 

（２）サウサリート市の児童・生徒の作品展示 

①事業概要 

上記(１)の事業にあわせて、サウサリート市内の児童生徒による作品を本市にて受

け入れ、展示することで文化交流を図る。 

②実施内容 

展示期間：令和６年７月下旬～８月中旬（短期留学生受入期間）の予定 

 

３ 地域国際化事業 

（１）地域国際化のためのイベントおよび講座 

①事業概要 

外国人等との直接的な交流による文化体験等の機会を提供することで、市民の国際 

理解を促進し、地域の国際化をめざす。 

②実施内容 

＜異文化理解イベント＞ 

世界各国の遊び、お祭り等を体験する機会を提供することで、世界の慣習や文化

への理解を深めることを目的としたイベントを開催する。 

 

＜国際理解講座＞ 

外国の文化や習慣、言語、社会等への関心を高め、異文化理解を深めることを目 



 

的とする講座を開催する。 

 

＜外国語講座＞ 

ネイティブの講師による外国語の習得を目的とした連続講座を開催する。 

 

（２）多文化共生の地域社会づくりのためのイベントおよび講座 

①事業概要 

坂出市在住の外国人と日本人住民がお互いに歩み寄りながらコミュニケーション

を取り、地域で共に暮らしていく多文化共生の地域社会づくりをめざす。 

②実施内容 

＜在住外国人と日本人住民の交流イベント＞ 

在住外国人と日本人住民が交流する機会を提供することで、互いの文化的違いを

認め合い、地域社会の構成員として助け合える関係を築き、深めていくことを目的

としたイベントを開催する。 

 

（３）在住外国人支援 

①事業概要 

在住外国人に、坂出や日本の文化、習慣、言語、社会等への理解を深める機会を提

供することで、在住外国人が安心して日常生活を営むことができるよう支援する。 

②実施内容 

＜在住外国人のためのイベント＞ 

在住外国人に、市内の観光地見学、日本文化の体験、生活に必要な知識の習得等

の機会を提供し、坂出や日本の文化、習慣、言語、社会等についてより深く知って

もらい、日常生活に役立ててもらうことを目的としたイベントを開催する。 

 

＜在住外国人のための生活ガイドブック＞ 

坂出市在住の外国人が安心して日常生活を営む環境を確保し、また、在住外国人

の自立支援と地域社会への参加を促すことを目的として、多言語の生活ガイドブッ

クを適宜、配布する。 

  対応言語：英語・中国語・ベトナム語・インドネシア語・日本語（ルビ付き） 

配布場所：市民課窓口、坂出市公式ホームページ、にほんご＠坂出、各種イベン

ト等 

更  新：内容に変更等が生じた時に、随時対応 

 

＜外国語としての日本語教室＞ 

日本語以外を母国語とする在住外国人等が、日常生活に必要なコミュニケーショ



 

ンを日本語で行えるよう、日本語学習支援をすることを通じて、在住外国人等と日

本人住民の交流、国際理解および地域参加を促進し、在住外国人等が安心して日常

生活を営める居場所となることを目的として、日本語教室を開催する。 

教 室 名：にほんご＠坂出 

開催日時：毎週日曜日午後２時～３時３０分（第５日曜日は除く） 

場  所：坂出市立大橋記念図書館 

内  容：学習者の希望やレベルに応じて、日本語ボランティアが日本語学習支 

援を行う。また、生活に関する相談等ができるよう、外国人等の居場所 

づくりにも努める。 

 

（４）他の国際交流団体等との連携および協力 

①事業概要 

他の国際交流団体等と連携、協力し、広く国際交流に関する事業に取り組む。 

②実施内容 

他の国際交流団体等と共催、後援等により国際交流に関する事業に積極的に取り組

み、会報誌、坂出市公式ホームページ等にて情報提供を行う。 

 

（５）会報誌の発行、その他の広報活動 

①事業概要 

会報誌『坂出市国際交流協会ニュース』を作成し、発行。また、協会事業について、

各種媒体を利用し、広報の充実を図る。 

②実施内容 

会報誌は、年２回、３月および１０月に発行予定。 

協会事業について坂出市公式ホームページ、協会 Facebook、協会 Instagram等に掲

載し、幅広く広報活動を行う。また、実施した事業について、その内容等を会報誌等

に掲載することで広く情報発信を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


